
二
月
五
日
、
ま
た
し
て
も

滋
賀
県
警
に
よ
る
大
弾
圧
が

発
生
し
た
。

法
令
順
守
の
啓
蒙
活
動
を

「
強
要
」
と
で
っ
ち
上
げ
、

再
逮
捕
三
名
、
新
た
な
逮
捕

十
二
名
の
計
十
五
名
を
不
当

に
逮
捕
し
た
の
で
あ
る
。

労
働
組
合
に
対
す
る
資
本

や
権
力
の
攻
撃
を
断
じ
て
許

す
こ
と
は
で
き
な
い
。

権
力
弾
圧
を
許
さ
ず
、
仲

間
を
全
員
取
り
戻
す
ま
で
、

関
生
支
部
に
力
強
く
連
帯
し

て
闘
お
う
！
三
・
一
〇
集
会

に
全
力
で
結
集
し
よ
う
！

第２９０号 ２０１９年２月１０日 団結こそ命、闘争こそ力

組織を強化拡大し、階級的労働運動の発展をめざそう！

( ７ )

ま
た
し
て
も
滋
賀
県
警
に
よ
る
十
六
名
不
当
逮
捕
の
大
弾
圧

怒
り
を
も
っ
て
3
・
10
集
会
に
結
集
し
よ
う
！


